
 

 

                    

 

 

三交興業株式会社 健康事業所宣言 

 

 

 当社は、社員が心身ともに元気に働ける会社を目指して、下記の項目に取り組みます。 

 

記 

 

１．健診の結果等で再検査や治療の必要があった場合、医療機関を受診するよう推奨します。 

 

２．ストレスチェックを実施します。 

 

３．社員の健康増進・過重労働防止に向けた具体的な目標（計画）を策定します。 

 

４．適切な働き方の実現に向けた取組を行います。 

 

５．保健指導の実施または特定保健指導の実施機会を提供します。 

 

６．受動喫煙対策を行います。 

 

７．社員の感染症予防に向けた取組を行います。 

 

８．長時間労働者への対応に対する取組を行います。 

以上 
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